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「 今後の自動車排出ガス総合対策の在り 方について（ 答申） 」  

 

中央環境審議会 

自動車排出ガス総合対策小委員会 

 

１ ．  自動車排出ガス総合対策の経緯 

我が国では、 高度経済成長期に公害問題が全国各地で顕在化し 、 社会の進展と と も に量的・ 質

的に拡大し 、 激化し 、 複雑化し てき た。 こ う し た問題に対応する形で昭和 42 年に「 公害対策基本

法」 が制定さ れ、 大気汚染対策の充実・ 強化の観点から 、 昭和 43 年に「 ばい煙の排出の規制等に

関する法律」 が廃止と なり 、「 大気汚染防止法」 が制定さ れ排出基準の強化、 自動車排出ガス規制

の導入等が行われた。 大気汚染防止法においては、 その後も 順次規制が強化さ れ、 対策が講じ ら

れてき た。  

窒素酸化物については二酸化窒素（ 以下「 NO2」 と いう 。） に係る大気環境基準1, 2が設定さ れてお

り 、 その達成に向けては前述のと おり 、 大気汚染防止法に基づく 工場や自動車単体に対する排出

規制の強化などの様々な措置が講じ ら れていたが、 自動車交通量の増大、 ガソ リ ン車から 窒素酸

化物の排出量の多いディ ーゼル車への転換等の影響により 大都市地域で大気環境の改善が進まな

かっ た。 また、 常時監視測定局における一般環境大気測定局（ 以下「 一般局」 と いう 。） に比べ自

動車排出ガス測定局（ 以下「 自排局」 と いう 。） の環境基準の達成率が悪い状況であっ たこ と など

から 、 大気汚染防止法に基づく 従来の対策だけでは環境基準の達成が困難であると 認めら れる 地

域の大気環境の改善に向け、 自動車から 排出さ れる窒素酸化物の総量削減を 図るため、「 自動車か

ら 排出さ れる窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（ 平成４ 年法律第

70 号。 以下「 自動車 NOx 法」 と いう 。） が制定さ れた（ 平成４ 年 12 月施行）。 同法に基づく 「 自動

車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針」 は NO2 の環境基準を平成 12 年度までにおおむ

ね達成するこ と を 目標と し た。  

し かし 、 当該目標の達成は極めて困難な状況であっ たこ と 等により 、 平成 12 年 12 月の中央環

境審議会答申「 今後の自動車排出ガス総合対策のあり 方について」 において、 窒素酸化物対策の

強化と 対象物質への粒子状物質の追加等が提言さ れ、 それを受けて自動車 NOx 法が改正さ れ、「 自

動車から 排出さ れる 窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措

置法」（ 以下「 自動車 NOx・ PM法」 と いう 。） が平成 14 年５ 月に施行さ れた。  

自動車 NOx・ PM法に基づき 国が定めた「 自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総

量の削減に関する基本方針」（ 以下「 総量削減基本方針」 と いう 。） では、 NO2 及び浮遊粒子状物質

（ 以下「 SPM」 と いう 。） 3について平成 22 年度までに環境基準をおおむね達成するこ と を目標と

し た。  

                                                   
1 環境基準は、「 維持さ れるこ と が望まし い基準」 であり 、 行政上の政策目標である。 こ れは、 人の健康等を維持するための最

低限度と し てではなく 、 より 積極的に維持さ れるこ と が望まし い目標と し て、 その確保を図っ ていこ う と するも のである。  
2 NO2 の環境基準は、 昭和 53 年環境庁告示第 38 号において、「 １ 時間値の１ 日平均値が 0. 04ppmから 0. 06ppmまでのゾーン内

又はそれ以下」 と さ れている。 １ 時間値の１ 日平均値が 0. 06ppmを超える地域にあっ ては、 １ 時間値の１ 日平均値 0. 06ppm

が達成さ れるよう 努めるも のと し 、 時間値の１ 日平均値が 0. 04ppmから 0. 06ppmまでのゾーン内にある地域にあっ ては、 原

則と し て、 こ のゾーン内において、 現状程度の水準を維持し 、 又はこ れを大き く 上回るこ と と なら ないよう 努めるも のし て

いる。  
3 SPMの環境基準は、 昭和 48 年環境庁告示第 25 号において、「 一時間値の 1 日平均値が 0. 10mg／m3 以下であり 、 かつ、 1 時間

値が 0. 20mg／m3 以下であるこ と 」 と さ れている。  

（ 案）  
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平成 17 年度にこ の総量削減基本方針に基づく 施策の中間点検を 行っ た結果、大気汚染の状況は

全体と し て改善傾向が見ら れるも のの、 大都市圏を 中心に環境基準を 達成し ていない測定局が依

然と し て残っ ている こ と が明ら かと なっ た。 こ のため、 流入車に対し て一定の対策を 講じ るべき

と の中央環境審議会の意見具申が平成 19 年２ 月になさ れ、 こ れを 受けて局地汚染対策（ 重点対策

地区制度） 及び流入車対策（ 周辺地域内自動車に関する措置） を新設するため自動車 NOx・ PM法

が改正さ れ、 平成 20 年１ 月に施行と なっ た。 総量削減基本方針の目標年度が平成 22 年度であっ

たため、 平成 22 年７ 月、 今後の自動車排出ガス総合対策の在り 方について環境大臣から 中央環境

審議会に対する諮問がなさ れ、 まず総量削減基本方針の見直し について平成 23 年１ 月に「 今後の

自動車排出ガス総合対策の在り 方について（ 中間報告）」（ 以下「 中間報告」 と いう 。）  が取り ま

と めら れた。こ れを受けて、「 平成 32 年度までに窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域（ 以

下「 対策地域4」 と いう 。） において二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を 確保す

る」 こ と を目標と し て平成 23 年３ 月に総量削減基本方針が改正さ れた。 また、 中間報告を踏まえ

つつ制度全般にわたる検討が行われ、 平成 24 年 11 月に中央環境審議会答申「 今後の自動車排出

ガス総合対策の在り 方について」 が取り まと めら れた。  

平成 23 年３ 月に改正さ れた総量削減基本方針において、 最終目標年度の平成 32 年度に向けた

中間目標年度が平成 27 年度であっ たため、 自動車排出ガス総合対策小委員会（ 以下「 小委員会」

と いう 。） において、 総量削減基本方針の中間評価と し て、 中間目標の達成状況及び施策の進捗状

況について、 国が取り まと めた情報を も と に点検評価を実施すると と も に、 平成 32 年度目標の達

成状況の評価手法について検討し 、「 自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削

減に関する基本方針の中間レ ビュ ー（ 平成 28 年度）」（ 以下「 中間レ ビュ ー」 と いう 。） を取り ま

と めた。  

そし て、 総量削減基本方針の目標年度である平成 32 年度を迎えたこ と から 、 令和２ 年８ 月、 今

後の自動車排出ガス総合対策の在り 方について環境大臣から 中央環境審議会に対する諮問がなさ

れ、 中間レ ビュ ーを 踏まえつつ、 制度全般にわたる検討を 行い、 今後の自動車排出ガス総合対策

の在り 方について取り まと めたも のである。  

 

２ ． 自動車排出ガス対策の実施状況と 評価 

（ １ ） 自動車 NOx・ PM法の施行状況( 総量削減計画、 車種規制、 特定事業者制度等)  

（ 総量削減計画）  

対策地域を 有する ８ 都府県においては、 総量削減基本方針を 踏まえて総量削減計画を 策定し 、

平成 32 年度の総量削減目標達成のための施策を 実施すると と も に、対策地域内の排出量の算定や

施策進捗状況の情報収集等の進行管理を行っ ている。平成 32 年度の対策地域内の自動車排出窒素

酸化物の量（ 以下「 自動車 NOx 排出量」 と いう 。） は、 各都府県で排出総量の削減が進んでおり 、

８ 都府県全体でみると 基準年度（ 都府県により 平成 21 年度または平成 22 年度） における排出量

と 比べて 59. 9％減、 同じ く 自動車排出粒子状物質の量（ 以下「 自動車 PM排出量」 と いう 。） は基

準年度と 比べて 48. 7％減と なっ ている。 また、 各都府県が定めた総量削減目標についても おおむ

                                                   
4 自動車から 排出さ れる窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令（ 平成四年政

令第三百六十五号） の別表第１ に規定さ れる地域。 ８ 都府県（ 埼玉県、 千葉県、 東京都、 神奈川県、 愛知県、 三重県、 大阪

府、 兵庫県） の一部市区町村が指定さ れている。  
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ね目標を 達成し ている。 東京都においては、 自動車排出粒子状物質の目標は達成し 、 自動車排出

窒素酸化物の目標の達成率は 94. 8％と わずかに届かなかっ た。  

 

（ 車種規制）  

対策地域内においては、  自動車 NOx・ PM法に基づく 排出基準に適合し ない重量車やディ ーゼル

乗用車の車両登録を 行わない車種規制を実施し ている。 こ の規制については、 平成 14 年度の自動

車 NOx・ PM法による排出基準の設定後、 車種別に猶予期間が設けら れていたが、 平成 27 年度まで

に全ての車種の猶予期間が経過し 、 対策地域内において登録を 継続し ている車両については全て

車種規制適合車と なっ た。  

一方、 対策地域外においても 、 車両の更新や一部自治体による 特定の地域への流入規制の効果

により 、 車種規制適合車の保有車に占める比率は上昇傾向にあり 、 令和２ 年度末時点は普通貨物

車において 74. 1％、バスにおいて 81. 9％、ディ ーゼル乗用車において 77％（ いずれも 対策地域を

有する８ 都府県の対策地域外の区域） と なっ ている。  

 

（ 特定事業者制度）  

 対象自動車を 30 台以上保有する特定事業者（ 自動車 NOx・ PM 法に基づく 特定事業者。 以下同

じ 。） は、 事業活動に伴う 自動車から の窒素酸化物及び粒子状物質の排出抑制のための自動車使用

管理計画の作成と 都道府県知事（ 自動車運送事業者においては国土交通大臣） への提出及び毎年

度の取組状況の報告が義務付けら れている。 環境性能の高い車両への代替等の取組の結果、 特定

自動車から 排出さ れる自動車 NOx 排出量・ 自動車 PM排出量の削減率は、 平成 23 年度から 令和２

年度で、 運送事業者を除く 事業者においては NOx57. 4％【 P元年度データ 】・ PM73. 1％【 P元年度デ

ータ 】、 運送事業者においては NOx80. 1％・ PM73. 9％と なっ ている。 なお、 当該自動車使用管理計

画の作成に当たっ ては、 作成する特定事業者及び計画を 受理する 都府県と も に事務負担の軽減を

求める 声が上がっ ているこ と から 、 制度の効果を 担保し つつ、 関係者の事務負担軽減の観点から

計画項目や対象車種の見直し 等、 計画策定事務の合理化を 検討するこ と が望まし い。  

 

（ 局地汚染対策等）  

局地汚染対策及び流入車対策と し て平成 19 年の法改正において導入さ れた重点対策地区指定

制度は中間報告において、 より 効果的な局地汚染対策の実施のため、 地域特性等に応じ 合理的な

範囲を 指定でき るよ う 見直す必要がある旨指摘さ れ、 こ れを 踏まえた運用の改善が図ら れたが、

こ れまで指定さ れた地区はない。  

 

（ ２ ） 地方公共団体における取組  

対策地域を 有する ８ 都府県においては、 それぞれの地域の課題に応じ た独自の基準や窒素酸化

物等の排出抑制対策が講じ ら れている。  

首都圏の１ 都３ 県の地域においては、 粒子状物質の排出抑制を 目的と し て条例に定める排出基

準に適合し ない車両の都県内地域の運行規制を 実施し ている。 大阪府においては、 条例により 自

動車 NOx・ PM法の排出基準を 満たさ ないト ラ ッ ク ・ バス等（ 以下「 非適合車」 と いう 。） の対策地

域内における発着を 禁止する流入車規制を 実施し ている。 兵庫県においても 条例により 、 対策地
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域内の一部地域において非適合車の運行規制を 実施すると と も に、 荷主に対し 、 運行規制が確保

さ れるよう 適切な措置を講ずべき こ と を規定し ている。  

愛知県・ 名古屋市・ 岡崎市においては要綱に基づき 、 運送事業者等に対し て対策地域内におい

て非適合車の不使用及び適合車ステッ カ ーの表示を 、 荷主・ 旅行業者に対し て非適合車の不使用

の要請・ 確認を、 それぞれ求めている。  

幹線道路の主な地点における実態調査によると 、 普通貨物車における対策地域外から 流入する

非適合車の比率は、平成 23 年度から 令和２ 年度にかけて首都圏では 5. 4％から 0. 8％まで、愛知・

三重圏では 10. 1％から 1. 7％まで、 大阪・ 兵庫圏では 3. 5％から 0. 7％までそれぞれ減少し てき て

おり 、 こ れには自治体による流入車規制の取組も 寄与し たも のと 考えら れる。  

神奈川県川崎市においては、平成 22 年度から 、条例に基づき「 エコ 運搬制度」 を 推進し ている 。

エコ 運搬制度と は、市内の荷主及び荷受人が主体と なっ て、運送事業者や取引先事業者に対し て、

エコ ド ラ イ ブの実施及びエコ ド ラ イ ブを 行う 旨の表示、 非適合車の不使用、 低公害・ 低燃費車の

積極的な使用を 書面で要請するも のである。 こ の取組により 、 事業者自ら エコ ド ラ イ ブの実施を

宣言する「 かわさ き エコ ド ラ イ ブ宣言」 の登録事業所数は、 平成 23 年 12 月の 1, 669 件から 令和

２ 年度末時点では 2, 489 件に増加し ている。  

 

（ ３ ） 自動車単体対策の進捗( 排出ガス規制、 低公害車・ 次世代自動車普及促進)  

（ 排出ガス規制）  

新車に対する排出ガス規制については、 中央環境審議会において、 排出ガス低減対策や試験方

法等の技術的課題に関する検討が行われ、 その検討を 踏まえて段階的に規制強化を 進めた。 中央

環境審議会「 今後の自動車排出ガス低減対策のあり 方について」 第十次答申（ 平成 22 年７ 月） に

おいては、 ディ ーゼル重量車（ ト ラ ッ ク・ バス） について、 国際調和排出ガス試験法（ WHDC） の導

入、 窒素酸化物規制値の強化（ ポスト 新長期規制に比べ約４ 割の削減）、 試験モード 外における排

出ガス規制の導入及び高度な車載式故障診断装置の装備義務付け等が行われ、 第十二次答申（ 平

成 27 年２ 月） においては、 乗用車等（ 乗用車・ 軽量貨物車・ 中量貨物車） について国際調和排出

ガス試験法（ WLTC） の導入、 第十三次答申（ 平成 29 年５ 月） においては、 全ての筒内直接噴射ガ

ソ リ ンエンジン搭載車への PMの排出量の規制導入がなさ れている。 また、 第十四次答申（ 令和２

年８ 月） においては、 ディ ーゼル車及び筒内直接噴射ガソ リ ンエンジン搭載車への PMの粒子数を

制限する PN 規制の導入等が示さ れた。 今後の検討課題と し て、 PN 計測法の検出範囲の下限の引

き 下げや、 ブレ ーキやタ イ ヤの摩耗に伴い発生する粉塵対策、 路上走行検査における PN規制の導

入等が示さ れ、 検討が進めら れている。  

また、 平成 27 年９ 月、 欧米等で販売さ れるディ ーゼル乗用車において、 一定のモード 走行によ

り 排出ガス量を 測定する際には、 排出ガス低減装置を 働かせる一方、 実際の走行時には排出ガス

低減装置を 働かせないよう にする不正ソ フ ト の使用が発覚し たこ と を 受け、 国内においても 乗用

車等への不正ソ フ ト の使用が禁止さ れた。 さ ら に、 学識経験者等から なる検討会において、 こ れ

ら 不正に対応するための検査方法の見直し 等の検討が行われ、 検討会の審議を 受けて保護制御ガ

イ ド ラ イ ンと 実路走行試験の導入が定めら れ、 令和４ 年 10 月以降、 順次適用が開始さ れる。  

 

（ 低公害車・ 次世代自動車普及促進）  
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平成 21 年度より 適用開始さ れたポスト 新長期規制適合車については、対策地域内の保有車に占

める比率は平成 23 年度末から 令和 2 年度末にかけて、普通貨物車においては 4. 4％から 37. 9％ま

で、 バスにおいては 5. 5％から 37. 3％まで、 特種車においては 3. 2％から 29. 2％までそれぞれ上

昇し た。 また、 平成 28 年度から 導入さ れた規制適合車については、 対策地域内で保有車に占める

比率が、令和元年度に 9. 5％まで上昇し てき ている。次世代自動車5については、日本再興戦略 2016

（ 平成 28 年６ 月閣議決定） 及びエネルギー基本計画（ 平成 26 年 4 月閣議決定） において、 2030 

年までに新車販売に占める次世代自動車の割合を ５ ～７ 割と する 政府目標が設定さ れ、 関係省庁

が連携し て税制や補助等の普及促進施策を 展開し ている。 乗用車において、 新車販売台数に占め

る次世代自動車の割合は平成 23 年の 13. 4％から 令和２ 年は 39. 4％まで上昇し ている。 次世代自

動車の種類別に見ると 、 保有車に占める比率はハイ ブリ ッ ド 自動車については平成 20 年度以降、

プラ グイ ンハイ ブリ ッ ド 自動車については 平成 21 年度以降、電気自動車については平成 22 年度

以降、 それぞれ大き く 上昇し ている一方、 天然ガス自動車については、 平成 20 年度以降低下し て

いる。 ト ラ ッ ク・ バス等重量車においては乗用車に比べて普及が遅れているが、 平成 28 年度の大

型天然ガスト ラ ッ ク の市場投入など新たな量産モデル開発の動き も ある。 次世代自動車用燃料供

給設備については、 対策地域を 有する８ 都府県の天然ガス・ 水素充填設備及び急速充電設備の施

設数が平成 23 年度の 392 施設から 令和元年度は 2, 380 施設まで増加し ており 、特に急速充電設備

の大幅な増加が図ら れた。  

低排出ガス認定車の普及台数については、平成 23 年度末から 令和 2 年度末にかけて対策地域内

を 有する８ 都府県で約 1, 286 万台から 約 1, 514 万台まで増加し 、 保有車に占める比率は乗用車に

おいては 83. 4％（ 13. 6 ポイ ント 上昇）、 ト ラ ッ ク ・ バスにおいては 62. 2％（ 17. 4 ポイ ント 上昇）

まで上昇し ている。  

 

こ のよう に、 自動車単体から の排出ガス規制は年々強化さ れてき ており 、 自動車の代替が進む

こ と で各都府県が策定し た総量削減計画における平成 32 年度の総量削減目標達成にも 大き く 寄

与し ている。 一方で、 直近の平成 28 年、 30 年規制車両については、 触媒の材質や車両の使われ方

などの様々な要因で排出係数が変化する可能性があるこ と が示唆さ れているため、 車両の代替状

況だけでなく 実走行時の環境性能に係る科学的知見の収集を 行う など、 今後も 注視し ていく 必要

がある。  

なお、 令和３ 年６ 月に策定さ れた 2050 年カ ーボンニュ ート ラ ルに伴う グリ ーン成長戦略（ 以下

「 グリ ーン成長戦略」 と いう 。） においては、 乗用車について 2035 年までに新車販売における 電

動車6の割合を 100%と する政府目標が設定さ れた。 商用車についても 、 2030 年度までに 8 ト ン以

下の小型の車については新車販売における電動車の割合を 20％～30％、2040 年度までに新車販売

で電動車と 合成燃料等の脱炭素燃料に適し た車両で合わせて 100％にと する政府目標が設定さ れ、

今後、 関係省庁が連携し た普及施策の更なる展開が期待さ れる。  

 

（ ４ ） 自動車の利用に係る対策の進捗( エコ ド ラ イ ブ、 交通需要の調整・ 低減、 交通流対策)  

                                                   
5 エネルギー基本計画（ 平成 26 年４ 月） において、 ハイ ブリ ッ ド 自動車、 Ｅ Ｖ 、 プラ グイ ンハイ ブリ ッ ド 自動車、 燃料電池

自動車、 ク リ ーンディ ーゼル車、 Ｃ Ｎ Ｇ 自動車等と し ている。  

6 グリ ーン成長戦略（ 令和３ 年６ 月） において、 電気自動車、 燃料電池自動車、 プラ グイ ンハイ ブリ ッ ド 自動車、 ハイ ブリ ッ

ド 自動車と 定義さ れている。  
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（ エコ ド ラ イ ブ）  

エコ ド ラ イ ブについては、 関係省庁から なる エコ ド ラ イ ブ普及連絡会において平成 18 年に策

定し た「 エコ ド ラ イ ブ普及・ 推進アク ショ ンプラ ン」 に基づく 普及啓発等の取組を 引き 続き 展開

し ている。 ほぼ全ての都府県において教習所や事業所における講習会開催、 啓発物配布等の普及

啓発事業が展開さ れているほか、 対策地域を 有するすべての都府県においてアイ ド リ ング禁止条

例を 定めている 。  

一般社団法人東京都ト ラ ッ ク 協会では、 地球温暖化対策の観点で平成 18 年から グリ ーン・ エコ

プロジェ ク ト （ 令和２ 年 10 月時点で 583 社が参加） を 推進し 、 車両ごと に収集し た燃費から デー

タ ベースを構築し 、エコ ド ラ イ ブ活動、CO2 排出量の削減等向けた取組を推進し ている。東京都は、

平成 24 年度から 貨物運送事業者を対象と し た貨物輸送評価制度（ 令和 2 年度は 366 社が評価取

得） を 実施し 、 グリ ーン・ エコ プロ ジェ ク ト で構築さ れたデータ ベースをも と にベンチマーク を

設定し て、 事業者の車両１ 台ごと の実走行燃費の偏差値を 算出するこ と により 事業者ごと の評価

を 実施し ている。 エコ ド ラ イ ブ効果の指標化と 評価の枠組みにより 、 約 2 割の燃費改善効果（ CO2

排出削減効果） が確認さ れており 、 NOx 及び PMの排出削減に資すると いえる。  

 

（ 交通需要の調整・ 低減）  

物流の効率化、 モーダルシフ ト による 環境負荷低減については、「 総合物流施策大綱」 に基づき

関係省庁が連携し て取組を 進めており 、 モーダルシフ ト 、 輸配送の共同化等が推進さ れてき た。

平成 17 年に発足し た「 グリ ーン物流パート ナーシッ プ会議」 では、 荷主と 物流事業者の協働等に

よる物流効率化・ 環境負荷低減の取組の事例紹介や優良事例の表彰を 行っ ている。 輸送効率の向

上に資する「 求荷求車情報ネッ ト ワーク （ WebKI T）」 の成約件数は、 平成 23 年度から 令和２ 年度

まで約 129%増加し 、年間 27 万件以上と なっ ている。 加えて、物流総合効率化法の枠組みに基づく

モーダルシフ ト 等の物流効率化の取組に対する補助事業のほか、 認知度向上のためのエコ シッ プ

マーク 、 エコ レ ールマーク の普及も 推進さ れている。 物流効率化の指標の一つと し て再配達率が

あるが、 国土交通省では、 再配達の削減を 図るため、 宅配ボッ ク スや置き 配を はじ め多様な方法

による受取を 推進し 、 令和２ 年 10 月の調査では宅配便再配達率は約 11. 4％と なっ ている。  

公共交通機関の利用促進については、交通政策基本法に基づき 平成 27 年 2 月に策定さ れた交通

政策基本計画において、「 豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現」 と の基本方針の下、 地

域交通ネッ ト ワーク の再構築や、 多様な交通サービスの展開の後押し に取り 組まれてき た。 鉄道

の乗り 継ぎ改善やバリ アフ リ ー化、 ノ ンステッ プバスの導入や位置情報を提供するバスロケーシ

ョ ンシステム等によ る利便性向上のための各種補助事業のほか、 通勤時の公共交通利用促進のた

め、 エコ 通勤優良事業所認証登録（ 令和２ 年度末 758 事業所） も 推進さ れている。 バス等の定時

運行を 図る公共車両優先システム（ PTPS） は対策地域内 1, 955 交差点（ 令和２ 年度末） において

運用し ている。 新型コ ロナウイ ルス感染症の感染拡大（ 以下、 単に「 新型コ ロ ナ感染拡大」 と い

う 。） の影響が出る前の状況を 見ると 、 旅客輸送量は自動車の低下傾向（ 平成 23 年度から 30 年度

で 5. 2 ポイ ント  減） に対し て鉄道は上昇傾向（ 同 11. 8 ポイ ント  増） にある。  

高度道路交通システム（ I TS： I nt el l i gent  Tr anspor t  Syst ems の略称） については、 交通情報

提供や信号制御により 交通流円滑化を 図る交通公害低減システム（ EPMS） が対策地域内 195 交差

点、 延長約 53kmの区間（ 令和２ 年度末） において運用さ れている。 平成 26 年６ 月に I T 総合戦略
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本部で策定さ れた「 官民 I TS 構想・ ロード マッ プ」（ 策定後毎年度見直し ） においては、 自動走行

システム及び交通データ 利活用に関し て官民が連携し て各種施策に取り 組むと し ている。 平成 27

年８ 月から 開始さ れた ETC2. 0 サービスは、全国の高速道路上を 中心に広域的な渋滞情報等を 提供

し ている。  

また、令和３ 年度には、新たな総合物流施策大綱、第二次交通政策基本計画が策定さ れており 、

物流効率化や公共交通機関の利活用の促進等について、 今後も 各種取組の推進が期待さ れる。 ま

た、 官民 I TS構想・ ロード マッ プにおいても 、 2030 年に向けて「 国民の豊かな暮ら し を 支える安

全で利便性の高いデジタ ル交通社会を 世界に先駆け実現」 を目指すこ と と し 、 Soci et y5. 0 の実現

や移動に係る社会課題の深刻化等の社会環境の変化を 多軸的に把握し ていく こ と と し ている。  

 

（ 交通流対策）  

交通流対策については、 道路ネッ ト ワーク の整備等も 推進さ れており 、 三大都市圏環状道路整

備率は平成 23 年度末の 56％から 令和２ 年度末の 83％まで上昇し た。 道路改良やボト ルネッ ク 対

策についても 各種事業が推進さ れており 、 連続立体交差化等によ るボト ルネッ ク 踏切等の除却も

平成 23 年度から 令和２ 年度まで累計 147 箇所と 整備が推進さ れている。  

 

（ ５ ） 局地汚染対策 

こ れまでに高濃度が確認さ れている常時監視測定局の周辺の道路等において、 当該地域の自治

体、 道路管理者、 警察、 事業者等が連携し て、 局地汚染対策と し て重点的に対策を 進めてき た。  

神奈川県川崎市では、 事業者、 市民、 関係団体及び関係行政機関で構成する 「 かわさ き 自動車

環境対策推進協議会」 が組織さ れ、 情報共有を 図り つつ、 各主体が連携し た取組を 検討し 推進し

ている 。 こ れに加えて、 川崎市条例に基づく 「 エコ 運搬制度」 の運用、 道路中央寄り 走行を 促す

環境レ ーン、 交通流円滑化のための信号制御、 メ ールによる高濃度情報の提供と 迂回要請、 環境

ロード プラ イ シングの利用啓発、 低公害車の優先使用などの各種取組が展開さ れている。  

こ のほか大阪府・ 兵庫県においては、 国や阪神高速道路（ 株）・ 兵庫県警察が毎年２ 月に、 阪神

高速道路５ 号湾岸線への迂回を 呼びかける「 国道 43 号・ 阪神高速 3 号神戸線における大気環境改

善に向けた交通需要軽減キャ ンペーン」 を 行う と と も に、 国では国道 43 号の NO2 濃度が高く なっ

た場合にメ ールやホームページで事業者に対し て迂回協力を 要請し ている。 千葉県・ 神奈川県・

兵庫県では、 高濃度と なる季節に自動車利用抑制等を 呼びかける キャ ンペーン を 行っ ている。 対

策の検討のため、 自動車発生源に係る詳細調査等を 行っ ている地域も ある。 交通情報提供や信号

制御により 交通流円滑化を 図る交通公害低減システム（ EPMS） も 導入さ れている。  

 各地域で実施さ れている対策内容は様々であるが、 対策地域全体において取り 組まれている 、

新し い排出ガス規制適合車への更新や次世代自動車の普及による 排出係数低減の効果が、 局地汚

染の改善に対し ても 、 量的な排出削減効果と し ては大き く 寄与し ている と 考えら れる。  

 

（ ６ ） 各施策による排出削減効果 

対策地域内における自動車 NOx 排出量・ 自動車 PM排出量は、 対策地域内の自動車走行量に

NOx 及び PM の排出係数を乗じ て算出する。 自動車走行量は幹線道路の区間ごと の交通量調査結

果と 自動車燃料消費量統計（ 平成 22 年９ 月以前は自動車輸送統計データ から 、 排出係数は車の
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排出ガス規制区分及び次世代自動車ごと の車両走行時及び始動時の排出量、 幹線道路で毎年度観

測する規制区分ごと 及び次世代自動車の比率、 幹線道路区間別の平均旅行速度、 車両重量（ 貨物

積載量を 含む） 等から 算定する。 し たがっ て、 こ の算定方法により 、 以下に掲げる変化につい

て、 自動車 NOx 排出量・ 自動車 PM排出量の削減に伴う 効果を算定するこ と ができ る 。  

①ポスト 新長期規制等の新たな排出ガス規制適合車への代替（ 自動車単体対策）、 及び車種規

制による 排出係数の低下 

②次世代自動車の増加による排出係数の低下 

③物流効率化等による自動車利用の抑制、 モーダルシフ ト 等による交通需要の低減に伴う 自

動車走行量の減少 

④交通流対策または自動車走行量の減少に伴う 平均旅行速度の上昇による排出係数の低下 

以上の考え方により 、 各種施策の排出削減への量的な寄与を、 対策地域内の８ 府県における 

総量削減計画における基準年度から 令和２ 度までの削減量について算定し た結果、 最も 大き く 寄

与し たのは自動車単体対策及び車種規制に起因する排出係数の低下であっ た。 その他、 次世代自

動車の普及、 交通需要の低減による自動車走行量の減少、 交通流対策等による平均旅行速度上昇

の寄与度は都府県によっ て傾向が異なる結果と なっ た。  

最も 大き な削減効果を 示し た自動車単体対策及び車種規制については、 車種規制のほか排出ガ

ス規制の強化、 流入車規制、 税制や補助による導入促進施策が複合的に寄与し ていると 考えら れ

る。 物流の効率化やモーダルシフ ト などの交通需要の低減施策は、 地域の走行量の低減に寄与

し 、 また交通流対策は 地域の平均旅行速度の改善に寄与するが、 走行量と 平均旅行速度は景気

動向等の影響を受けるこ と から 、 交通需要の低減施策または交通流対策による削減効果のみを算

定するこ と は困難である。  

エコ ド ラ イ ブ施策の対策地域における排出削減量については前述の方法によっ ては算定でき な

いが、 ディ ーゼル車において NOx で３ 割ないし ５ 割、 PMで DPF 装置がない場合において４ 割程

度削減さ れ得ると する調査事例がある。 エコ ド ラ イ ブの効果に関し て燃費改善率の把握事例は多

数あり 、 事業者の取組に第三者認証を 導入するこ と による 燃費改善効果が約２ 割に上ると の事例

も あり 、 また、 燃費改善と NOx 及び PMの排出削減が比例すると の知見も あるこ と から 、 取組に

よる効果は大き いと 考えら れる。  

物流効率化による交通需要の調整・ 低減、 及び道路ネッ ト ワーク の整備等による交通流対策に

ついては、 取組ごと に一定の条件のも と で効果を試算する と 、 排出量削減効果が認めら れる。 例

と し て、 経路を一般道路から 高速道路経由に変えるケースを想定し て試算すると 、 NOx が約２ 割

削減さ れる。  

 

（ ７ ） 施策の進捗状況（ まと め）  

こ れまで記載さ れたよう に、 自動車 NOx 及び PMの排出量削減を はじ め、 各分野、 各主体におけ

る施策は進捗し ていると 考えら れる。  

自動車 NOx 排出量は８ 都府県中７ 府県、 自動車 PM排出量は全都府県において平成 32 年度（ 令

和２ 年度） の目標を 達成し ている。   

最も 大き な排出削減効果を も たら し ている車両の更新による新たな規制適合車の比率増につい

ては、今後も こ の傾向が継続すると 考えら れる一方、車両の使用年数の長期化の状況も 見ら れる。
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また、 次世代自動車の普及については、 乗用車は販売台数及び総販売台数に占める割合も 順調に

伸びており 、 ディ ーゼル重量車においては本格的な普及はこ れから であるこ と から  、 初期需要が

創出さ れ自律的な普及拡大につながる動き については動向に注意する必要がある。  

局地汚染対策は地域ごと に様々な取組が行われているが、 排出削減効果、 濃度低減効果につい

ての定量的な情報の把握は困難なも のが多い。  

交通流改善、 走行量抑制、 物流の効率化についても 、 各種の施策が進捗し ていると 考えら れる

が、 関連する物流関係指標の推移は、 経済動向等様々な要因の影響を 受けているも のと 考えら れ

る。  

 

３ ． 大気汚染の状況と 総量削減基本方針の目標達成に係る評価 

（ １ ） 常時監視測定局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準の達成状況 

 総量削減基本方針の最終目標年度である平成 32 年度（ 令和２ 年度） における環境基準の達成状

況は、 NO2 については、 一般局、 自排局の双方において全局で環境基準を 達成し ている。 SPMにつ

いては、 一般局において一局非達成があっ たが、 自排局においては全局で環境基準を 達成し てい

る。 なお、 当該非達成の一般局については、 環境基準値を 超える 日が２ 日以上連続し たこ と によ

り 非達成と なっ た。  

対策地域における NO2 の環境基準の達成状況は、 一般局においては、 平成 23 年度以降、 令和２

年度まで環境基準達成率は 100％であり 、 自排局においては、 平成 23 年度以降環境基準達成率は

98%以上を推移し ており 、 令和元年度及び令和２ 年度の環境基準達成率は 100％と なっ ている。 な

お、 NO２ 環境基準の達成については、 0. 06ppmで判断し ているが、 0. 04ppm～0. 06ppmのゾーン内で

は少なく と も 非悪化を 原則と し 、0. 04ppm以下はこ れを 維持するも のと し ている 7。 平成 13 年の自

動車 NOｘ ・ PM法制定時を 起点に、 非悪化の状況について確認し たと こ ろ 、 いずれも 悪化は見ら れ

なかっ た。 対策地域の NO2 濃度の年平均値については、 ゆるやかな下降傾向を 示し ている。  

対策地域における SPMの環境基準の達成状況は、 一般局及び自排局のいずれにおいても 、 平成 

23 年度から 平成 27 年度までの間は、 環境基準達成率が 100％である年度と 、 日平均値が２ 日以上

連続し て環境基準値超過するこ と により 環境基準達成率が 100％を下回る年度が不規則に出現す

る状況と なっ ていた。一方で、 平成 28 年度以降は、 自排局において環境基準達成率は 100%と なっ

ている。 一般局においては、 平成 28 年度から 令和元年度まで環境基準達成率は 100％と なっ てい

たが、 令和２ 年度は日平均値が２ 日以上連続し て環境基準値超過するこ と によ り 環境基準達成率

が 100％を下回っ た。 対策地域の SPM濃度の年平均値については、 NO2 と 同様にゆるやかな下降傾

向を 示し ている。   

 

（ ２ ） 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準確保に係る評価 

自動車NOｘ ・ PM法に基づき 、 平成23年３ 月に変更さ れた総量削減基本方針では、 「 平成32年

度までに対策地域においてNO2及びSPMに係る大気環境基準を確保する。 」 こ と を目標と し てい

る。 以下、 こ の目標の目指す「 対策地域におけるNO2及びSPMに係る大気環境基準の確保」 を、

「 環境基準確保」 と いう 。  

環境基準確保の評価に当たっ ては、 環境基準を 達成し ているこ と のみなら ず、 その状況が維持

                                                   
7 二酸化窒素に係る環境基準の改定について（ 昭和 53 年７ 月 17 日環大企 262 号）  



 
 

11 
 

さ れているかどう かの考察が必要である。 具体的には、 環境基準確保の考え方は中間レ ビュ ーに

おいて、 以下のよう に整理さ れている。  

 ① 常時監視測定局における継続的・ 安定的な環境基準達成 

 ② 常時監視測定局がない場所においても 汚染の広がり を 考慮 

 また②については、 常時監視測定局がない場所において、 汚染の広がり を 考慮し て、 常時監視

測定局に加えて数値計算手法や簡易測定等の測定手法を 組み合わせて行う 「 対象地域全体におけ

る面的評価」 により 評価を 行う こ と と 整理さ れている。  

 なお、 総量削減基本方針における 環境基準確保の評価は、 長期的評価を基本と し ているため、

NO2 は 98%値、 SPMは 2%除外値を評価対象と する。 ただし 、 SPMの環境基準の長期的評価方法の１

つである環境基準値を 超える日が２ 日以上連続し た場合の評価は、 適用可能な数値計算手法が無

く 、 当該評価項目への自動車排出ガスの影響は小さ いと 考えら れるこ と から 、 実施し ない。  

  

（ ２ －１ ） 常時監視測定局における継続的・ 安定的な環境基準達成に係る評価 

 常時監視測定局における環境基準の達成状況が継続的・ 安定的に確保さ れているかどう かの評

価に当たっ ては、 常時監視測定局のデータ について、（ ア） 測定データ の経年的な推移（ 長期的及

び短期的な変動等） から 、 環境基準値を超過する可能性が十分低いと 考えら れるこ と 、（ イ ） 自動

車から の排出量が低減傾向または横ばいであるこ と 、 の二つの指標を 用いて評価し た。 本評価で

は、 大気汚染防止法に基づかないが、 自治体や道路管理者等において実施さ れている公定法に基

づく 測定8結果についても 評価対象と する。 なお、 沿道環境の状況の把握を目的と し た測定が道路

敷地内で実施さ れている場合は、 当該測定結果についても 本評価の対象と する。  

 （ ア） については、 長期的な評価および短期的な評価のそれぞれの視点で評価し た。  

長期的な評価と し ては、 至近 10 年度（ 平成 23 年度～令和２ 年度） の測定局における年平均値

等の濃度が減少傾向（ あるいは低濃度で横ばい） にあるこ と を 確認するこ と と し た。具体的には、

NO2 年平均値・ NO298%値、 SPM年平均値・ SPM2%除外値の経年推移が、 各都府県で濃度が減少傾向あ

るいは低濃度で横ばいであるこ と で評価し た。その結果、 各都府県において、 各都府県の NO2 年平

均値・ NO298%値、 SPM年平均値・ SPM2%除外値と も に減少傾向にあるこ と 確認し た。  

 短期的な評価と し ては、 至近３ 年度（ 平成 30 年度～令和２ 年度） において、 こ れまでの濃度の

上昇幅等を 踏まえても 、 環境基準値を 超過する可能性が十分低い濃度レ ベルであるこ と を 確認す

るこ と と し た。 具体的には、 自動車の走行量が２ 割増加し ても 環境基準値を 超過する可能性が十

分低い濃度レ ベル9, 10（ NO2： 0. 055ppm、 SPM : 0. 080mg/m3） 以下である こ と を確認するこ と で評価し

た。 その結果、 NO2 については、 ２ 局除いて環境基準値を 超過する 可能性が十分低い濃度レ ベル

（ 0. 055ppm） 以下と なり 、SPMについては、全ての測定局において環境基準値を 超過する可能性が

十分低い濃度レベル（ 0. 080mg/m3） 以下と なっ た。 NO２ の環境基準値を 超過する可能性が十分低い

                                                   
8 NO2 にあっ ては昭和 53 年環境庁告示第 38 号、 SPMにあっ ては昭和 48 年環境庁告示第 25 号に基づく 測定法をいい、 具体的な

方法は「 環境大気常時監視マニュ アル（ 第 6 版）」（ 環境省水・ 大気環境局） に規定さ れている。  
9 自動車 NOx 排出量が令和 2 年度推計値と 比し て 20％増加し たと 仮定し た場合の自排局の NO298％値の上昇幅が最大で

0. 003ppmであるこ と 、 至近 10 年度の自排局で NO298 値が 0. 051~ 0. 055ppmの場合に翌年度に上昇幅が 0. 005ppmを 超える測

定局が存在し ないこ と などを根拠に設定。  

10自動車 PM排出量が令和 2 年度推計値と 比し て 20％増加し たと 仮定し た場合の自排局の SPM2％除外値の上昇幅が最大で

0. 004mg/m3
であるこ と 、 至近 10 年度の自排局で SPM2％除外値が 0. 071~ 0. 080mg/m3

の場合に翌年度に上昇幅が

0. 020mg/m3
を超える測定局が存在し ないこ と を根拠に設定。  
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濃度レ ベル（ 0. 055ppm） に至ら なかっ た２ 局は、大気汚染防止法に基づく 常時監視測定局 1 局（ 環

七通り 松原橋測定局） と 自治体や道路管理者等で公定法に基づき 独自に実施し ている測定局１ 局

（ 大井中央陸橋下交差点） であっ た。 環七通り 松原橋測定局においては、 NO2 の環境基準値を超過

する可能性が十分低い濃度レ ベルをわずかに未達と なる濃度（ 0. 056ppm） と なっ ており 、 平成 30

年度以降は環境基準が達成さ れている状況である。 大井中央陸橋下交差点については、 令和 2 年

度は環境基準を達成し ているが、NO2 の環境基準値を 超過する可能性が十分低い濃度レベルを 超過

（ 0. 065ppm） し ている。 大井中央陸橋交差点は、 測定局が樹木に囲われており 、 環境大気常時監

視マニュ アルと は整合し ない可能性がある測定局であるこ と に留意する 必要がある。  

 （ イ ） については、 自動車から の排出量が低減傾向または横ばいであるか、 少なく と も 現状の

変化が継続し た場合に、 環境基準値を 超過する状況まで悪化する と 考えら れないこ と を 確認する

こ と と し た。 具体的には、 ８ 都府県対策地域内の自動車から の NOx 排出量および PM排出量が基準

年度と 比し て低減傾向または横ばいであるこ と で評価し た。 その結果、 各都府県において、 自動

車から の NOx 排出量および PM排出量が低減傾向であるこ と を確認し た。  

 ( ア) 及び( イ ) の評価から 、 常時監視測定局においては一部を 除いて継続的・ 安定的に環境基準

が達成さ れているこ と が確認さ れた。  

  

（ ２ －２ ） 対策地域全体における 面的評価 

 常時監視測定局がない場所において、 汚染の広がり を 考慮し て、 常時監視測定局に加えて数値

計算手法や簡易測定等の測定手法を組み合わせて行う 評価（ 以下「 面的評価」 と いう 。） を実施し

た。 こ の面的評価において判定するための基準値（ 以下「 判定基準値」 と いう 。） は、 NO2 について

は日平均値の年間 98%値に適用さ れる環境基準上限値の 0. 06ppm、 SPMについては日平均値の年間

2%除外値に適用さ れる環境基準値の 0. 10mg/m3 と し た。  

 数値計算手法は、「 環境基準値と 比較が可能な年間値（ NO298%値、 SPM 2%除外値） を 推計でき る

手法であるこ と 」、「 評価対象と なる 対策地域全体で適用可能な手法であるこ と 」、「 施策効果の評

価や今後の取組の検討のため各種発生源の影響割合について情報が得ら れる手法であるこ と 」 が、

主な要件と し て挙げら れる。こ れら の要件を 満たす手法と し て、「 窒素酸化物総量規制マニュ アル」

及び「 浮遊粒子状物質汚染予測マニュ アル」 に基づく 拡散計算モデル（ 解析解モデル） 及び統計

モデルを 組み合わせたモデル（ 以下「 NOx マニュ アル等に準じ たモデル」 と いう 。） を 適用し た。 

 沿道の地区等の環境状況を 面的に把握するため、計算点は、道路端から 10mメ ッ シュ を 沿道 50m 

の範囲まで配置し 、 それら 計算メ ッ シュ の中央点と する。 こ こ で 10mメ ッ シュ は、 大都市におけ

る戸建て土地区画の平均的な大き さ に相当するも のと し て設定し た。「 窒素酸化物総量規制マニュ

アル」 及び「 浮遊粒子状物質汚染予測マニュ アル」 においては、 拡散計算によ る計算値に測定値

と の差の補正を行っ て濃度を 推計し ているが、 こ れら の方法では、  濃度に影響を 及ぼす可能性の

ある要因（ 沿道の構造物など） を 考慮するこ と が難し いこ と から 、 高濃度と なる地区を 極力見落

と さ ないよう 、拡散計算による計算値に、通常の濃度推計において適用する より も 大き な値11を 加

算し 、当該加算後の値（ 以下「 面的評価判定用算定値」 と いう 。） を 判定基準値と 比較し た。なお、

                                                   
11 都市圏（ 首都圏、 愛知・ 三重圏、 大阪・ 兵庫圏） ごと に自排局における実測値と 推計値と の差（ a0） を集計し 算出し た平均

値に加え、 標準偏差の２ 倍を加算し た。 こ れにより 、 推計値が実測値に比べて過小に算出さ れる割合が理論上 2. 3％以下と

なる。  
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面的評価判定用算定値は実際の環境濃度より 大き な値と なっ ている可能性があるこ と から 、 測定

結果を 踏まえた再判定を行う こ と ができ るこ と と し ている 。  

上述の方法によっ て令和２ 年度時点の面的評価を実施し た結果、NO2 において３ 交差点で環境基

準値を 超過する恐れのある箇所が見つかっ たが、 当該３ 交差点で令和２ 年度に実測を 行い、 再評

価し た結果、 環境基準が非達成と なる地点はないこ と が確認さ れた。  

 

（ ２ －３ ） 環境基準確保の評価について 

 （ ２ －１ ） のと おり 、 常時監視測定局においては一部を 除いて継続的・ 安定的に環境基準が達

成さ れているこ と が確認さ れ、（ ２ －２ ） のと おり 、 対象地域全体における面的評価の結果、 常時

監視測定局がない場所においても 令和２ 年度に環境基準が非達成と なる地点はないこ と が確認さ

れた。 以上の結果より 、 「 平成 32 年度までに対策地域において NO2 及び SPMに係る大気環境基準

を 確保する。 」 と の総量削減基本方針の目標はほぼ達成さ れたと 考えら れる。 なお、 一部の測定

局では NO2 に係る環境基準を 達成し ているも のの環境基準値を 超過する可能性が十分低い濃度レ

ベルには至ら なかっ たこ と に留意する必要がある。  

また、 自動車 NOx 排出量、 自動車 PM排出量は低減傾向にある。 そのう え、 自動車の排出量に影

響を 与える要因と なる自動車 NOx・ PM法排出基準適合率等の推移等を見ても 、 自動車から の排出

量の低減傾向は継続し たも のである と 考えら れるこ と から 、 大気環境が現状から 悪化すると は考

えづら く 、 環境基準を 達成し た状況は維持さ れる状況にある。  

 

４ ． 大気環境状況の将来予測 

大気環境の濃度予測においては、 ３ （ ２ ）（ ２ －２ ） と 同様に NOx マニュ アル等に準じ たモデル

を 使用し 予測モデルによっ て実施し た。 将来予測に当たっ ては、 現行実施さ れている規制を 継続

し たケース及び規制を 廃止し たケースの２ つの状況を 推計し た。  

規制を 廃止し たケースでは、 車種規制及び流入車規制の双方を 廃止し た場合の状況を 推計する

こ と と し た。 車種規制の廃止については対策地域内で非適合車の登録を 可能と 設定し 、 将来年度

において対策地域内に存在する非適合車の稼働を 考慮するよう にし た。 また、 流入車規制の廃止

にあたっ ては、 規制を 廃止するこ と で非適合車の対策地域内の走行が可能と なる。 こ う し た影響

を 反映さ せるために、 実際に走行し ている車両と 保有さ れている 車両の年式の比率（ 走行係数）

を 排出係数の設定の際に考慮し ていたが、 古い車両も 含めて保有さ れている車両がそのまま対策

地域内に流入すると 設定し た。  

将来推計は、 令和７ 年度、 令和 12 年度の２ 時点について、 両ケースそれぞれの自動車 NOx 排出

量、 自動車 PM排出量、 常時監視測定局の NO2 及び SPMの環境基準の達成状況の推計を 行っ た。  

その結果、 車種規制及び流入車規制を 継続するかどう かにかかわら ず、 自動車 NOx 排出量及び

自動車 PM排出量はと も に減少する傾向にあり 、環境基準についても 将来にわたっ て達成する状況

が継続すると の結果が得ら れた。 また、 規制廃止による影響は最大でも 数％程度であり 、 年々小

さ く なる傾向が見てと れたが、 こ れは、 自動車 NOx 排出量、 自動車 PM排出量と も に、 年を追う ご

と に古い車両（ 排出量が多い車両） の代替が進むから だと 考えら れる。  

なお、 将来予測の実施に当たっ ては、 新型コ ロ ナ感染拡大によ る社会情勢の変化についても 考

察し ており 、 具体的には、 自動車燃料消費量調査（ 国土交通省） の走行量データ から 、 新型コ ロ
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ナ感染拡大による影響が生じ る前（ 2019 年１ 月～2020 年２ 月） と 後（ 2020 年３ 月～2021 年８ 月）

の走行量は小型車、 大型車と も に地域によら ず同じ 傾向であり 、 走行量が１ 割程度減少し ていた

こ と を 確認し た。 し かし 、 今回実施し ている将来予測においては、 新型コ ロナ感染拡大による 走

行量の減少が生じ ていない場合の自動車 NOx 排出量及び自動車 PM 排出量等を 推計し ているこ と

から 、 安全側の設定を 行っ ていると いえる。  

 

５ ． 今後の自動車排出ガス総合対策の在り 方 

（ １ ）  自動車 NOx・ PM法に基づく 対策の必要性 

 大気環境の状況と し ては、最終目標年度である平成 32 年度（ 令和２ 年度） 末の時点において「 平

成 32 年度までに対策地域において二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保す

る。 」 と の総量削減基本方針の目標はほぼ達成さ れ、 また、 将来予測によると 、 自動車単体対策

の進捗等の総合的な成果により 大気環境は改善傾向にある と 推計さ れている。  

 前述のと おり 、 総量削減計画については、 各都府県が総量削減目標を おおむね達成し 、 東京都

の窒素酸化物に係る目標においても 94. 8％達成し ており 、 総量削減は順調に進んでいるこ と 、 特

定事業者から の自動車使用管理計画については、 環境性能の高い車両への代替等の取組の結果、

排出量が削減さ れているこ と 、 そし て、 車種規制については、 平成 27 年までに全ての車種の猶予

期間が経過し 、対策地域内の登録を 継続し ている車両は全て適合車になっ たこ と など、自動車 NOx・

PM法に基づく 各種施策が大き く 進んだこ と から 、環境基準の確保につながっ たも のと 考えら れる。 

こ う し た状況から みると 、 自動車 NOx・ PM法に基づく 各種施策が適切に機能し ており 、 現時点

では新たな追加的対策を講じ る必要はない。し かし ながら 、一部の測定局では NO2 に係る環境基準

を 達成し ているも のの環境基準値を 超過する可能性が十分低い濃度レ ベルには至ら なかっ たこ と 、

将来年度への影響については平成 28 年・ 30 年規制車両であっ ても 触媒劣化等の様々な要因で排

出係数が変化する可能性があるこ と が示唆さ れているこ と 、 令和３ 年９ 月に世界保健機関（ WHO）

から 公表さ れた大気環境に関するガイ ド ラ イ ン「 WHO gl obal  ai r  qual i t y gui del i nes」 等、 人健

康影響についての科学的知見の集積に関する国際的な動向も 注視する必要があるこ と などから 、

引き 続き 現行の自動車 NOx・ PM法に基づく 各種施策を 継続する必要がある。 一方で、 対策地域内

の大気環境は、 今後も 環境性能の高い車両への車種代替が進むこ と などによっ て、 さ ら に改善さ

れていく こ と が想定さ れるこ と から 、 ５ 年後を 目途に制度の在り 方について改めて検討すべき で

ある。  

なお、 自動車使用管理計画については、 関係者の事務負担軽減の観点から 計画項目や対象車種

の見直し 等、 計画策定事務の合理化を 検討するこ と が望まし い。  

 

（ ２ ）  対策地域の指定の解除の考え方 

自動車 NOx・ PM法は、 大気汚染の著し い特定の地域について、 大気汚染防止法等の規制と 相ま

っ て、 環境基準の確保を図り 、 国民の健康を 保護・ 生活環境を 保全するこ と を 目的と し ている 。

小委員会においては、 愛知県及び三重県から は大気環境の改善状況や総量削減の進捗状況を 踏ま

えると 追加的な規制を 求めるこ と が考えら れないこ と 等を 理由に対策地域の指定解除に係る要望

が提出さ れており 、 本要望等を 踏まえて対策地域の指定解除の考え方を 整理するこ と と なっ た。  

 自動車 NOx・ PM法の第６ 条第３ 項及び第８ 条第３ 項において、 都道府県は対策地域の要件に該
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当し なく なっ たと 認めら れる場合には、 地域を 定める政令の改廃の立案について、 環境大臣に申

し 出る こ と ができ る こ と と さ れている。 対策地域の解除の考え方は、 こ の改廃に係る申出のため

の要件を 整理するも のである。  

 対策地域の解除の考え方と し ては、 車種規制が適用さ れなく なっ た場合においても 「 環境基準

確保」 が維持でき るのかどう かについて判断するこ と が不可欠である。  

具体的には、 評価年度に環境基準が確保さ れていると 評価さ れた地域において、 評価年度から

5 年後の当該地域の大気環境を 推計し 、 車種規制等が適用さ れなく なっ た場合においても 、 常時

監視測定局における 環境濃度が評価年度と 比し て減少傾向あるいは低濃度で横ばいであるこ と 、

環境基準値を 超過する可能性が十分低い濃度レ ベル（ NO2： 0. 055ppm、 SPM: 0. 080mg/m3） 以下であ

るこ と 、自動車 NOx 排出量及び自動車 PM排出量が評価年度と 比し て横ばい又は低減傾向にある こ

と 、 並びに面的評価判定用算定値が判定基準を 満たすこ と が確認さ れた地域においては、 対策地

域の指定の解除を 検討するこ と ができ る。  

また、 対策地域の指定の解除に当たっ ては、 以下の①～③の点に十分に留意する必要がある。  

① ステーク ホルダー（ 住民、 事業者等） と の調整 

・ 住民に対し ては、 既に環境基準が確保さ れている地域であるこ と を 前提と し 、 今後、 車種

規制等が廃止さ れた場合の大気環境について保守的に予測し た場合でも 環境基準を 超過

する 可能性が低いこ と を入念に確認し ているこ と など、指定解除を 行う 理由を 丁寧に情報

発信し 理解を 得る べく 対話を 進める必要がある。  

・ その他関係する事業者、 自治体、 道路管理者等に対し ては、 指定解除後も 実施するこ れま

での対策や自主的な取組事項を 整理するなどの連携を 図るこ と が重要である。  

② 大気環境状況及び自動車使用状況の確認 

・ 指定解除後も し ばら く （ ５ 年間を 目途） は、 大気環境基準が継続的に達成さ れているこ と

を 確認するこ と が必要である。  

・ 具体的には、 常時監視測定局の環境濃度の状況及び走行車のう ち非適合車の比率の動向と

いっ たデータ のほか、 数値解析の手法も 利用し て多角的にモニタ リ ングを 行う こ と が望ま

し い。  

③ 大気汚染対策・ 地球温暖化対策の双方に資する取組（ 電動車等の普及促進、エコ ド ラ イ ブ等）

の実施 

 ・ 電動車及びエコ ド ラ イ ブ等の普及促進や共同輸配送等の物流の効率化の推進、 公共交通機

関及び自転車利用の促進などの各種施策の継続は、 地球温暖化対策のみなら ず大気環境の

さ ら なる改善にも 資するこ と から 、 各自治体における取組が期待さ れる。  

なお、 対策地域の指定が解除さ れた後においても 、 ②のモニタ リ ング結果等から 、 万が一、 当

該地域の「 環境基準確保」 が危ぶまれると 判断さ れる場合には、 国と 当該都府県が連携し て早期

に対策を 講じ 、 状況によっ ては、 再度対策地域に指定するこ と も 含めて、 大気環境が悪化する こ

と がないよう 取り 組むべき である。  

 

（ ３ ）  総量削減基本方針に定める目標及び定める施策 

 大気環境は、 常時監視測定局の安定的・ 継続的な達成、 対策地域全体での面的評価の結果、 お

おむね環境基準を 確保でき ていると 評価でき る。 排出ガス量について総量削減計画における基準
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年度と 目標年度である令和２ 年度を比較し た場合、 ８ 都府県全体で NOx は 59. 9％、 PMは 48. 7％

と 大き く 削減さ れており 、 自動車単体対策を はじ めと する現在取り 組んでいる 各種施策が有効に

機能し ていると いえる。 また、 大気環境状況の将来予測においても 、 規制を 継続し た場合と 廃止

さ れた場合の双方と も に長期的に改善傾向にあるこ と を 踏まえる と 、 今後新たな規制措置を 追加

的に設ける必要はない。 一方で、 現状を 悪化さ せない観点から 、 こ れまで実施し て来た施策のう

ち、 効果が高いと 考えら れる自動車単体対策を 中心と し て、 こ れまで実施し て来た施策に継続し

て取り 組んでいく 必要がある。  

以上のこ と から 、 総量削減基本方針については、 その施策の追加・ 修正は必要なく 、 目標につ

いても 現状の目標を 維持・ 継続するこ と が適当である。  

なお、 施策の状況及び目標の達成状況について５ 年後を 目途に評価するこ と が適当と 考える。  

 

（ ４ ）  その他の自動車排出ガス対策について（ PM2. 5 対策および光化学オキシダン ト 対策等）  

 PM2. 5 の環境基準の達成状況については、 環境基準が設定さ れた平成 22 年度の環境基準達成率

が一般局で 32. 4％、自排局が 8. 3％であっ たが、令和元年度の環境基準達成率は、一般局で 98. 7％、

自排局で 98. 3％と 近年大き く 改善し てき ている。 また、 令和元年度における 環境基準達成率は、

対策地域内と 対策地域外と でほと んど差が生じ ていない。ただし 、 PM2. 5 については、 一次粒子の

削減と 二次粒子の生成に寄与する NOx の排出を 削減するこ と が重要であり 、 SPM 対策と 共通する

施策も 多いこ と 等から 、 環境基準を 100％達成でき るよう 引き 続き 各種施策を 実施するこ と が重

要である。 自動車排出ガス対策と し ては、「 今後の自動車排出ガス低減対策のあり 方について（ 第

十三次答申）」 に基づく 、 全ての筒内直接噴射ガソ リ ンエンジン搭載車への PMの排出量の規制導

入、「 今後の自動車排出ガス低減対策のあり 方について（ 第十四次答申）」 に基づく ディ ーゼル車

及び筒内直接噴射ガソ リ ンエンジン搭載車への PN規制の導入など、粒子状物質にかかる取組が着

実に進んでき ている。 さ ら に、 総量削減計画に基づく PM排出量の削減に係る各種施策は、 PM2. 5

にも 寄与するも のであるため継続さ れるこ と が重要である 。  

 また、 光化学オキシダント 対策については、 こ れまで、 主に前駆物質である NOx 及び VOCの削

減の取組を推進し 、 VOC排出量は平成 12 年と 比べて 50％以上減っ ているが、 環境基準達成状況は

依然と し て著し く 低い状況と なっ ている。 こ う し た状況を 踏まえて、 令和４ 年 1 月に大気・ 騒音

振動部会が取り まと めた「 光化学オキシダント 対策ワーキングプラ ン」 に基づき 、 固定発生源及

び移動発生源における総合的な対策を 今後継続し ていく 必要がある。  

 今後はグリ ーン成長戦略の目標達成に向けて、 乗用車及び商用車の電動車の比率が上昇し てい

く こ と が期待さ れるほか、 令和３ 年 10 月に閣議決定さ れた地球温暖化対策計画においては、 自動

車単体対策（ 次世代自動車の普及や燃費改善等）、 道路交通流対策（ I TSの推進等）、 脱炭素物流の

推進（ 共同輸配送の推進等）、 公共交通機関及び自転車の利用促進等を総合的に推進するこ と と し

ており 、こ う し たカ ーボンニュ ート ラ ルに関係する施策の展開は PM2. 5、光化学オキシダント のみ

なら ず広く 大気環境の改善に資するも のであり 、 今後各種施策の展開が期待さ れる。  

 自動車排出ガス対策の推進に当たっ ても 、 国民が参画する取組が重要である 。 ステーク ホルダ

ーと の調整に当たっ ては、 双方向のコ ミ ュ ニケーショ ンを 図り ながら 進めていく と と も に、 エコ

ド ラ イ ブ等、 国民ひと り ひと り が参画でき 、 かつ地球温暖化対策と 大気汚染対策の両方に資する

取組を 推進するこ と が重要である。  
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こ のよう に今後の自動車排出ガス対策に当たっ ては、 国、 地方公共団体、 事業者及び国民が一

丸と なっ て各種施策を 総合的に推進し ていく こ と が望まし い。  

 

６ ． おわり に 

今回の答申では、 自動車 NOx・ PM法の第６ 条第３ 項及び第８ 条第３ 項において、 都道府県は対

策地域の要件に該当し なく なっ たと 認めら れる場合に、 地域を 定める政令の改廃の立案について

環境大臣に申し 出る こ と ができ ると さ れているこ と について、 対策地域の指定の解除の考え方を

整理し 取り まと めた。  

大気汚染の状況と 総量削減基本方針の目標の達成状況について、 令和２ 年度までの測定結果を

基に評価し たと こ ろ 、 常時監視測定局においては一部を 除いて継続的・ 安定的に環境基準が達成

さ れているこ と が確認さ れ、 対象地域全体における面的評価の結果、 常時監視測定局がない場所

においても 令和２ 年度に環境基準が非達成と なる地点はないこ と が確認さ れた。 また、 大気環境

の将来予測を 実施し た結果、 車種規制及び流入車規制を 継続する かどう かにかかわら ず、 自動車

NOx 排出量及び自動車 PM排出量はと も に減少する傾向にあり 、 環境基準についても 将来にわたっ

て達成する状況が継続すると の結果が得ら れた。 今後は、 カ ーボンニュ ート ラ ルを 目指し た電動

車の普及促進や、 PN規制の導入等の更なる 排ガス規制の強化が相まっ て、 さ ら に自動車由来の排

出ガス量の低減が期待さ れると こ ろ である。こ う し た状況を 踏まえて、引き 続き 現行の自動車 NOx・

PM法に基づく 各種施策を継続し 、 ５ 年後を 目途に制度の在り 方について改めて検討するこ と と し

た。  

引き 続き 、 より よ い大気環境の創出に向け、 国際動向も 踏まえながら 、 総合的に対策を 進める

こ と が重要である。  


